
令和４年度 孤立を防ぐ見守り・つながり推進事業 実施要項 

 

１．事業目的 

身近な地域でのふれあい・交流機会を通じて、住民相互の見守り合いや緩やかなつながりづくりを推

進し、社会的に孤立する状態に陥ることを防ぐため、当事業の趣旨に沿った目的で実施される住民主体

の地域福祉活動へ助成する。 

 

２．主体 

社会福祉法人三田市社会福祉協議会 

 

３．助成対象となる活動 

社会的孤立の予防を目的として月１回以上実施される活動 

例 公会堂やコミュニティハウス等でのふれあい・交流活動（つどい・サロン、いきいき百歳体操、

会食会等） 

自宅訪問や電話で近況を伺う活動（友愛訪問、見守り電話、配食事業等） 

手紙や広報紙等を通してお互いに近況を伝え合う活動（往復はがきによる文通、広報紙を配る等） 

オンラインツールを活用してふれあい・交流を図る活動 

※ 住民同士のふれあい・交流を図る（コミュニケーションを図る）活動を前提とするため、購入した

物品を配布するのみの活動は対象外とする。 

※ 身近な範囲であれば特に規模は限定しないが、最大をふれあい活動推進協議会の範囲とし、最少を

概ね１０人の参加があることとする。 

※ 自然災害やコロナ禍によって通常の活動が実施できない場合は、見守り訪問(電話)等に置き換えた

活動とする。（通常の活動が週１回以上の場合は月１回以上の活動で可。） 

 

４．助成枠組みと助成額 

実施予定回数 
上半期助成 下半期助成 

助成額(上限) 申請期日 助成額(上限) 申請期日 

週１回以上 

※概ね年４５回以上 
３５，０００円 

4/28(木) 

３５，０００円 

※予算総額内で按分 
10/11(火) 

月１回以上 ２０，０００円 
２０，０００円 

※予算総額内で按分 

※ 本事業は予算総額内で実施する。下半期助成額は予算残額を団体数で按分して決定する。 

※ 財源である赤い羽根共同募金の募金状況によって次年度以降の助成額は変更する場合がある。 

 

５．助成金を活用できる経費 

年度内の活動にかかる飲食費、会場費、消耗品費、備品費、印刷費、講師謝礼、保険代、見守り電話

の電話代等。原則、以下に該当する用途でなければ特に限定しない。また、様々な収入源があってもこ

の助成金を優先的に活用することとする。 

① 実施内容を企画するための打合せにかかる費用 

② 旅行や会場等の下見にかかる費用 

③ お酒代 



※ この助成金での充当を認めないということであり、お酒を使用した場合に助成しないというこ

とではない。 

 

６．助成要件 

上述した３．助成対象となる活動に該当することの他、以下の要件を満たしていることとする。 

① この活動を民生委員・児童委員や区・自治会長等も把握しており、連携がとれる 

② 代表と会計が存在し、通帳がある 

③ 参加者名簿を作成している 

④ この助成金以外にも収入がある（参加費、区・自治会からの補助等） 

⑤ サークルや老人クラブ、趣味の活動団体が会員のために実施する活動ではない 

⑥ 社会福祉事業所の利用者のみを対象とする活動ではない 

⑦ 営利的活動、宗教的活動、政治的活動ではない 

⑧ 主催団体は法人格（ＮＰＯ法人、社会福祉法人、有限会社等）を有していない 

※ 区・自治会等地縁による団体は除く 

⑨ この事業以外にも助成・補助を受けている場合、同じ領収書で重複する手続きを行っていない 

 

７．助成金の返還 

以下の場合は助成金を返還しなければならない。 

① 要項に違反した場合 

② 申請及び報告の内容が実際と大幅に異なる場合 

③ ３月末時点に助成金の未執行がある場合 

※ 上半期終了時点の残金は下半期に繰り越し可能 

 

８．申請・報告手続き 

（１）申請 

所定の申請書に記入の上、申請期日までに提出する。 

※ 以前の報告書が未提出である場合は申請できない。 

（２）報告 

①所定の報告書 ②助成金の使いみちが明確に証明できる領収書（コピー可） ③参加者名簿 ④

実施概要がわかる広報チラシと写真（２、３枚。赤い羽根共同募金及び地域福祉活動の推進に関する

ことに使用。）等を活動終了後に速やかに提出する。 


